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伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託仕様書 

【本仕様書について】 
●本仕様書は、公募型プロポーザルにより伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務の受託候補者

を選定するにあたり、基本的な業務内容等を示すためのものであり、契約時の仕様書とは異なる。 
●受託候補者となった事業者から提案された内容が、児童コミュニティクラブの発展・向上に資す

ると判断した場合は、契約時における仕様書への追加・修正を行うものとする。 
 
１ 委託業務名 
  伊勢原市児童コミュニティクラブ運営業務委託 
 
２ 事業の目的 

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体 
的な遊びや生活が可能となるよう、保護者が安心してその児童を預けられる環境の整備に努め、児童の
自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって児童の健全育成を図ると
ともに、保護者が安心して児童を育て、子育てと仕事等の両立を支援することを目的とする。 

 
３ 業務実施場所 

区分  クラブ名称 所在地 教室数 

A 
１ 大山児童コミュニティクラブ 伊勢原市大山 209   大山小学校内 1 
２ 桜台第 1 児童コミュニティクラブ 伊勢原市桜台 4-16-1 桜台小学校内 1 ※ 

B 
１ 竹園児童コミュニティクラブ 伊勢原市岡崎 6611-1  竹園小学校内 2 
２ 大田児童コミュニティクラブ 伊勢原市下谷 1471-1 大田小学校内 2 

※ 桜台第１児童コミュニティクラブは予備教室（１教室）を併用する場合がある。 
 
４ 施設概要 

(1) 大山児童コミュニティクラブ（１教室） 
所在地 伊勢原市大山 209（大山小学校内） 

教室面積 31 ㎡ 
児童定員 20 名 
対象児童 伊勢原市が入所決定をした大山小学校に通学する児童 

 
 (2) 桜台第 1 児童コミュニティクラブ（1 教室 ※） 

所在地 伊勢原市桜台 4-16-1（桜台小学校内） 
教室面積 125 ㎡×1 ※ 予備教室（１教室）を併用する場合がある。 
児童定員 74 名 
対象児童 伊勢原市が入所決定をした桜台小学校に通学する児童 
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(3) 竹園児童コミュニティクラブ（２教室） 

所在地 伊勢原市岡崎 6611-1（竹園小学校内） 
教室面積 ① 65 ㎡×１、②64 ㎡×１ 
児童定員 ① 38 名、②39 名 
対象児童 伊勢原市が入所決定をした竹園小学校に通学する児童 

 
(4) 大田児童コミュニティクラブ（2 教室） 

所在地 伊勢原市下谷 1471-1（大田小学校内） 
教室面積 63 ㎡×2 
児童定員 各教室 37 名 
対象児童 伊勢原市が入所決定をした大田小学校に通学する児童 

 
５ 基本的条件 

(1) 受託事業者は、伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例（平成 7 年条例第 17 号）及び児童
福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６条の３第２項に基づき事業を実施する。なお、児童コミュ
ニティクラブを実施する場所の確保は市が行う。 

(2) 法令等の遵守 
事業の運営にあたっては、次の関係法令等を遵守しなければならない。 

ア 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 
イ 児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）  
ウ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）  
エ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）  
オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）  
カ いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号）  
キ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）  
ク 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）  
ケ 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 
コ 労働契約法（平成 19 年法律第 128 号） 
サ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 

号）  
シ アレルギー疾患対策基本法（平成 26 年法律第 98 号）  
ス 放課後児童クラブ運営指針（平成 27 年 3 月 31 日厚生労働省策定）  
セ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 63 号）  
ソ 伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例（平成 7 年条例第 17 号） 
タ 伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例施行規則（平成 11 年規則第 16 号） 
チ 伊勢原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26 年 12 月

17 日条例第 26 号） 
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(3) 運営に関する事項 
ア 放課後児童健全育成事業の目的を十分理解した運営を行うこと。 
イ 地域社会との交流及び連携、児童の保護者及び地域社会に対する運営内容の説明に努めること。 

 
６ 委託業務の内容 

本市が委託する業務は、別表１のとおりとする。なお、業務の執行は受託者が自ら行うことを原則と
するが、部分的な業務については、市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。また、別表
１の業務における留意事項は、次のとおりである。 
(1) 施設関係 

ア 受託事業者は、児童が家庭に代わる「生活の場」として過ごす児童コミュニティクラブの役割
を踏まえ日常的に清掃を行い、安全及び衛生に配慮された施設とするよう努めること。また、感
染症防止対策に努めること。 

イ 受託事業者は火災や地震等の災害、不審者の侵入など緊急時の対応については、マニュアル等
を整備し、定期的な避難訓練や防犯訓練、救命救急講習会等を実施することで児童の安全確保に
努めること。 

ウ 施設、設備、備品については、日常的に点検を実施し、安全対策や危険箇所の事前把握、防犯対
策、安全対策を徹底すること。また、貸与備品の適正管理を行い、適正な環境整備に努めること。 

エ 公共施設の建物に付随する設備に係る維持修繕については、原則、伊勢原市が行うこととする
が、別に施設の改修等を行う場合は、伊勢原市と協議を行うこと。原則、軽微な維持修繕について
は、年間 10 万円までの場合は、受託事業者が行うこととする。 

オ 貸与備品の修繕等を行う場合には、あらかじめその旨を伊勢原市に通知すること。また、経年劣
化等により本業務の用に供することが出来なくなった場合等、備品が必要な場合は、伊勢原市と協
議を行うこと。原則、軽微な修繕については、１回 1 万円までの場合は、受託事業者が行うことと
する。また、受託事業者は故意又は過失により貸与備品を毀損又は滅失したときは、必要に応じて
自己の費用で当該物品と同等の機能及び価値を有する物品を購入又は調達すること。 

 
 

(2) 運営関係 
ア 児童の出席確認、健康管理、安全確保の指導 

支援員等は、出席簿を作成し、児童の来所の確認及び来所していない児童の保護者へ連絡するな
ど安全確認を行うこと。 

イ 児童の各種届出・退所等の申請手続き及び保護者への周知 
(ア) 入所申請、変更届 

児童コミュニティクラブの入所を希望する保護者は、所定の書類を伊勢原市へ提出する。受託
事業者は、必要な手続きについて保護者へ周知するとともに関係書類の配布を行う。また、入所
児童が利用形態を変更しようとするときは、変更届を提出する。受託事業者は、変更届を受理し
た場合は、速やかに伊勢原市へ報告すること。 

(イ) 退所届 
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児童コミュニティクラブを退所させる保護者は、退所届を提出する。受託事業者は、退所届を
受理した場合は、速やかに伊勢原市へ報告すること。また、児童が入所要件に該当しなくなった
と判断される時は、速やかに伊勢原市へ報告すること。 

ウ 利用者説明会の実施 
事業運営が円滑に行えるよう、利用予定の保護者を対象に利用者説明会を実施すること。 

エ おやつ代・教材費等 
おやつ代・教材費等については、受託事業者が保護者から直接徴収して管理し、年度終了後、速

やかに伊勢原市へ会計報告を行うこと。  
オ おやつの購入及び準備 

入所児童のためのおやつを準備すること。アレルギー体質の児童に対しては、保護者と事前に相
談し、十分な対策を講じること。 

カ 児童コミュニティクラブにおける怪我・事故等の対応 
(ア) 受託事業者は事故対応マニュアル等を整備すること。 
(イ) 怪我を伴う事故等が発生した場合には、応急手当や医療機関及び保護者への連絡など直ちに

適切な処置を講じるとともに、その内容等を伊勢原市へ報告すること。 
(ウ) 事故等の発生に対し速やかにその原因等を究明し、今後の対応策と併せて伊勢原市に報告す 

ること。 
キ 保護者との連携、日常的な連絡及び情報交換 

支援員等は連絡帳等を通じて、日常的に保護者と情報交換を行い、信頼関係の構築に努めるこ
と。 

ク 利用者アンケートの実施 
本事業を充実するために、利用者の満足度及び要望等を把握するアンケート調査を実施するこ

と。 
(ア) 実施回数は年１回以上（実施時期及び内容は伊勢原市と協議すること） 
(イ) 対象はアンケート実施月の在所児とその保護者 

ケ 学校との連携、日常的な連絡及び情報交換 
必要に応じ、学校関係者との情報交換に努め、伊勢原市教育委員会から指示がある場合にはそれ

に従うこと。個人情報の保護や秘密の保持に十分な配慮を行うこと。 
コ 支援員等の勤怠管理、説明会の実施 

(ア) 受託事業者は、入所児童数に合わせて適切に支援員等を配置すること。 
(イ) 受託事業者は、突発的な事故等に対して、交代要員を十分に対応できる体制を整えておくこ

と。 
(ウ) 受託事業者は、事業運営が円滑に行えるよう、事業従事予定の支援員等を対象に業務説明を

行うこと。 
サ 苦情等の対応 

受託事業者は要望や苦情を受け付ける窓口を保護者に周知し、苦情等を受けた場合は迅速な対
応及び解決を図るとともに、その内容及び結果等を速やかに伊勢原市に報告すること。 

シ 書類の整備と適正な管理 
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受託事業者は、次に掲げる書類等を整備し、適正な管理を行うこと。 
(ア) 支援員等名簿 
(イ) 支援員等出勤簿 
(ウ) その他、事業運営に関する書類 

  ス 運営委員会の設置 
    地域による見守りと協力のもと、児童コミュニティクラブの運営を健全かつ充実したものにす

る観点から、地区自治会の代表、地区民生委員・児童委員の代表、地区小学校の代表、地区小学校
のＰＴＡ代表、青少年指導員の代表、並びに保護者の代表等の委員で構成する運営委員会を設置
し、運営計画、運営実績等について報告・協議し、運営に反映すること。 

 
７ おやつ代・教材費等 

放課後児童コミュニティクラブの利用にあたっては、利用者から児童一人につきおやつ代・教材費等
を徴収する。おやつ代・教材費は以下のとおりとする。 

 平日利用 土曜を含む利用 備考 
おやつ代・教材費等 月額 3,000 円 月額 3,500 円 各クラブで徴収 

 
８ 支援の体制 

児童コミュニティクラブの安全な運営を行うため、次のとおり支援員等を配置すること。 

(1) 支援員等 
ア 統括責任者 

受託事業者は、児童コミュニティクラブを統括する統括責任者を 1 名配置し、主に次の業務を
行うこと。なお、統括責任者は、複数のクラブを兼務することができる。 
(ア) 現場巡回 
(イ) 伊勢原市及び学校との連携調整、報告 
(ウ) 苦情対応 
(エ) 支援員等の指導管理 
(オ) 支援員等からの相談、人事管理 

  イ 代表支援員 
統括指導員と連携を図り、支援員等へ指示を行う代表支援員を各クラブに 1 名配置すること。 

  ウ 支援員・補助員 
代表支援員を補佐し、事業の安全な運営のために、児童の監督、遊び等直接的な指導を行う支援

員等を配置すること。ただし、支援単位ごとに、最低 1 名以上は放課後児童支援員とすること。 
(2) 支援員等の留意事項 

ア 子どもの人権の尊重と子どもの個人差への配慮 
イ 体罰等、子どもに身体的、精神的苦痛を与える行為の禁止 
ウ 保護者との対応・信頼関係の構築 
エ 個人情報の慎重な取扱い、プライバシーの保護及び業務上知り得た秘密の保持 
オ 支援員等としての資質向上 
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カ 事業の公共性の維持 
(3) 支援員等の職務 

ア 児童コミュニティクラブ内の管理・清掃・施錠に関すること。 
イ 子どもの健康管理、出席確認をはじめとする安全確保、情緒の安定を図ること。 
ウ 遊びを通して自主性、社会性、創造性を培うこと。 
エ 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせる

こと。 
オ 活動状況について、家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環

境づくりの支援を行うこと。 
(4) 支援員等の配置人数 

児童数おおむね 40 人以下を一つの支援単位とし、支援単位ごとに児童 25 人以下の場合は 2 人、
26 人以上の場合は 3 人の支援員等を配置すること。 

  なお、支援員等の雇用にあたっては、入所児童等への影響に配慮し、現在勤務する支援員等の雇用
に可能な限り配慮すること。 

(5) 支援員の資格 
支援員は、伊勢原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第 10 条第

３項に規定する者であること。  
(6) 支援員研修 

ア 受託事業者は、支援員の資質向上のための研修会に参加する機会を積極的に確保すること。 
イ 支援員は、研修会に積極的に参加し、児童の自主性、社会性及び創造性を高める遊びの指導等自

己研鑽に努めること。 
 

９ 開所日 
次に揚げる日は休所日とし、それ以外は開所日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるとき

は、この限りではない。 
(1) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
(2) 日曜日 
(3) １月 2 日及び同月 3 日並びに１２月２９日から同月３１日まで 
(4) 伊勢原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和 53 年伊勢原市教育委員会規則第 10

号。以下「教育委員会規則」という。）第 5 条第 1 項に規定する臨時休業が実施された場合は、当該
臨時休業が実施された日   

 
10 開所時間 

児童コミュニティクラブの開所時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると
認めるときは、開所時間を変更することができる。 
(1) 登校日にあっては、放課後から午後６時３０分まで 
(2) 土曜日にあっては、午前８時から午後６時３０分まで 
(3) 教育委員会規則第 3 条第 1 項第 3 号から第 6 号まで及び同条第 2 項に規定する休業日並びに教育
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委員会規則第 4 条に規定する授業の振替に伴う休業日にあっては、午前 8 時から午後６時３０分ま
で 

※ ただし、保護者の希望がある場合は、午後 7 時まで延長して開所する。 
 
11 事業報告等 

(1) 事業報告書（活動日誌等）を毎月翌月の１０日までに伊勢原市へ提出し、事業完了後、速やかに委
託業務完了届を提出すること。 

(2) 関係書類、領収書等は５年間保管すること。 
(3) その他、伊勢原市が必要と認める場合には、随時運営業務の状況について受託事業者に報告を求め

ることができ、必要に応じて現地調査を行うことができる。 
 
12 委託料の支払 

委託料は年 12 回払いとし、受注者は、別紙支払条件に基づき請求する。発注者は、受注者からの請求
内容を審査し、適当と認めたときは受注者の請求を受けた日から３０日以内に支払うものとする。 

 
13 費用・リスク分担 

費用及びリスクの分担区分は、別表 2 及び別表３のとおりとする。 
 
14 委託契約の解除 

受託事業者が行う運営業務の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、委託契約を解
除し、又は、期間を定めて運営業務の全部又は一部の停止を命じることができる。 
(1) 受託事業者が、伊勢原市が行う報告の要求、調査又は必要な指示に従わないとき。 
(2) 受託事業者による運営を継続することが適当でないと伊勢原市が認めるとき。 

 
15 個人情報の保護 

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び伊勢原市個人情報の保護に関する法律
施行条例（令和４年伊勢原市条例第 22 号）に規定する個人の権利利益を保護することを目的とした、
行政機関等における個人情報の取扱いに関する基本的事項について、受託事業者においては、この法律
等を遵守しなければならない。また、受託事業者は、個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講
じなければならない。 

 
16 秘密の保持 

受託事業者と受託業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしたり、自己の利益のために
利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 
17 業務の引継ぎ 

委託期間が満了し、又は委託を取消しされた時は、速やかに本業務に関する事務を整理し、伊勢原市
と伊勢原市が指定する者に対して業務の引継ぎを行う。 
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18 保険等の加入 

受託事業者は、業務に起因して児童等に損害を与えた場合は、法律上の損害賠償責任を負い、その損
害を賠償しなければならない。また、十分な補償を行うことができる賠償責任保険に加入すること。 

 
19 損害賠償 

受託事業者は、次に掲げる事項に該当し伊勢原市に損害を与えたときは、伊勢原市に損害を賠償しな
ければならない。 

(ア) 故意又は過失により、児童や保護者等に怪我を負わせたとき。 
(イ) 故意又は過失により、設備備品等に損壊、紛失又は遺棄したとき。  

 
20 目的外使用の禁止 

委託業務以外の目的で施設を使用してはならない。ただし、当該受託事業者が主催する子育て支援に
係る事業で、事前に伊勢原市と協議調整し、許可を受けた場合は、この限りでない。また、この許可を
受けた事業の事故等の対応は、当該受託事業者が責を負う。 

 
21 協議 

本仕様書に定めのない事項については、伊勢原市、受託事業者が協議してこれを解決するものとす
る。 

 
22 その他 

本仕様書の内容は、必要に応じて変更、追加する場合がある。伊勢原市の依頼による業務の変更が 
あった場合には、当該業務を遂行すること。 
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別表 1 業務分担区分 

区分 業務内容 受託 
事業者 

伊勢原
市 

施設関係 

施設内の清掃・整備 ○  
児童の安全管理 〇  
施設・設備・備品の点検、適正な安全管理 ○  
施設・設備・備品の軽微な修繕 ○  
物品の管理（消耗品・備品） 〇  
受託者の過失による修繕 〇  
避難訓練の実施・防犯・安全対策及び指導等 ○  
上記の確認  ○ 

運営関係 

事業運営の統括 ○  
利用児童の健康管理・生活指導・安全確保 ○  
各申請書の案内・受付 ○ ○ 
利用児童入所可否の審査・決定  ○ 
利用児童の保険加入手続き・請求手続き  ○ 
利用者説明会の実施 ○  
利用者アンケート調査の実施 ○  
児童が使用する消耗品・おやつの購入 ○  
けが・事故発生時の対応及び記録の作成・報告 ○  
危機管理の対応に関すること 〇 〇 
安全対策及び非常災害対策に関すること 〇  
事故対応マニュアル、災害対応マニュアル等各種マニュ
アルの整備及び配置 

〇 
 

保護者との対応及び連携 ○  
学校、関係機関との連携 ○ ○ 
支援員等の募集採用及び配置 ○  
支援員等の出退勤管理 ○  
賃金の支払 ○  
支援員等の資質向上のための研修機会の確保 ○  
支援員等の職場環境の整備（健康管理） 〇  
年間指導計画書の作成 〇  
出欠席簿や指導日誌等の記録 〇  
苦情処理等の対応及び記録の作成・報告 ○  
児童名簿等の運営に関する書類作成及び適正管理 ○  
その他、児童コミュニティクラブに必要な業務 ○  
上記の確認  ○ 

上記以外の事項 協議事項 
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別表２ 費用分担区分  

区分 業務内容 受託 
事業者 

伊勢
原市 

人件費 

人件費 支援員等に対する給与・手当等 ○  

社会保険料 
支援員等に対する社会保険料（健康保険・厚生年金・
雇用保険）の事業主負担分 

〇  

交通費 支援員等の通勤のための交通費 〇  

福利厚生費 健康診断料等、その他支援員等に係る福利厚生費等 〇  

運営管理費 
消耗品費 クラブで使用する事務用品費、日用品費等 ○  

図書・教材費 児童に要する図書やおもちゃ等 〇  

研修費 支援員等の研修に要する費用等 ○  

報償費 講師謝礼等 〇  
食糧費 おやつ代等 〇  
旅費 支援員等の研修に行く際の交通費等 〇  

印刷製本費 プリントの印刷代及びコピー代等 〇  
保険料 賠償責任保険料 〇  

通信運搬費 電話代、郵送料等 〇  
本部管理費 本部事業所の管理経費、クラブ巡回費用等 〇  

繕料費 
施設、備品の軽微な修繕（1 件あたり 30,000 円未満）
に係る経費等 

〇  

その他 
工事費 新設・維持修繕・改修等工事費   〇 
備品 備品の買い替え・整備   〇 

上記以外の事項 協議事項 
    
 
 
 
  



11 
 
 

別表３ リスク分担区分  

区分 業務内容 受託 
事業者 

伊勢
原市 

物価変動 人件費、物品費等の物価変動に伴う経費の額 ○  
金利変動 金利の変動に伴う経費の額 〇  

法令等の変更 運営に影響を及ぼす法令変更  〇 

税制の変更 
運営に影響を及ぼす税制変更  〇 
一般的な税制変更 ○  

政治・行政的
理由による事

業変更 

政治、行政的な理由から、運営業務の継続に支障が
生じた場合、または業務内容の変更を余儀なくされ
た場合の経費及びその後の当該事業による増加負担 

 〇 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、
騒乱、暴動、又は事業者のいずれの責めにも帰する
ことのできない自然的又は人工的な現象）に伴う、
施設、設備の修復による経費の増加及び業務不履行 

協議事項 

書類の誤り 
仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの  〇 
事業者概要書、企画提案書等事業者が提案した内容の
誤りによるもの 

○  

申請コスト 申請費用の負担 〇  
引継ぎコスト 引継ぎコストの負担 〇  

資金調達 市から事業者への支払い遅延によって生じた事由  〇 

施設・設備の
損傷 

事業者の故意又は重過失によるもの 〇  
施設・設備の設計・構造上の原因によるもの  〇 
上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方の特定が
できないもの 

 〇 

第三者への 
賠償 

事業者としての注意義務を怠ったことによるもの 〇  
上記以外の事由により損害を与えた場合 協議事項 

セキュリティ 管理不備による情報漏えい、犯罪発生等 〇  
上記以外の事項 協議事項 

 


